
11 10

　は問い合わせ先です�

■
今
月
中
に
「
年
金
改
定
通
知
書
」
・

「
年
金
振
込
通
知
書
」を
送
付
し
ま
す

平
成
16
年
度
の
年
金
額
に
物
価
ス
ラ

イ
ド
改
定
を
行
い
ま
す
。
年
金
の
物
価

ス
ラ
イ
ド
改
定
は
、
国
が
作
成
す
る
年

平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
が
変
動

し
た
場
合
、
そ
の
変
動
率
を
基
準
と
し

て
年
金
額
の
改
定
を
翌
年
の
４
月
分

（
６
月
支
払
期
）
か
ら
行
う
も
の
で
す
。

送
付
す
る
「
年
金
改
定
通
知
書
」
に

は
、
改
定
さ
れ
た
年
金
額
と
物
価
ス
ラ

イ
ド
に
つ
い
て
の
説
明
を
記
載
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、「
年
金
振
込
通
知
書
」

に
は
、
６
月
か
ら
平
成
17
年
４
月
ま
で

に
支
払
う
予
定
の
各
期
の
支
払
額
と
年

間
の
支
払
日
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

●
平
成
16
年
度
の
主
な
年
金
額

・
老
齢
基
礎
年
金
（
満
額
）

７
９
４
、
５
０
０
円

・
障
害
基
礎
年
金
（
１
級
）

９
９
３
、
１
０
０
円

・
障
害
基
礎
年
金
（
２
級
）

７
９
４
、
５
０
０
円

・
遺
族
基
礎
年
金（
子
が
１
人
い
る
妻
）

１
、
０
２
３
、
１
０
０
円

・
老
齢
福
祉
年
金

４
０
７
、
１
０
０
円

■
国
民
年
金
保
険
料
は
必
ず
毎
月
の

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
自
営
業
者
、

農
業
従
事
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
な

ど
の
第
１
号
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
、
保

険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
将

来
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
が
減
額

さ
れ
た
り
、
全
く
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
万
一
の
事

故
や
病
気
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ

保
険
料
は
い
く

ら
で
す
か
？

Ａ

月
額
１
３
、
３

０
０
円
で
す
。

Ｑ
　
保
険
料
は
何
年

納
め
る
の
で
す
か
？

Ａ

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
が
全
員
加
入
し
、
40

年
間
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

Ｑ

保
険
料
の
時
効
は
い
つ
で
す
か
？

Ａ

保
険
料
は
納
付
期
限
（
毎
月
翌
月

末
）
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

Ｑ

保
険
料
を
納
め
な
く
て
も
他
人
に

は
関
係
な
い
の
で
は
？

Ａ

現
役
世
代
の
納
め
た
保
険
料
で
、

高
齢
者
世
代
や
障
害
を
負
っ
た
方
、
一

家
の
働
き
手
を
失
っ
た
方
の
生
活
を
支

え
て
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
保
険
料

を
支
払
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
社
会

連
帯
の
輪
の
中
で
義
務
を
果
た
し
て
い

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉

0
０
２
２
４
―
５
１
―
３
１
１
１

M
市
民
課
　
0
２
２
―
１
３
１
２

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
に
、
現

況
届
の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必

ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
手
続
き
は
、
現
在
支
給
を
受
け

て
い
る
方
の
所
得
、
養
育
の
状
況
な
ど

を
届
け
て
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
手
当

が
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
大

切
な
も
の
で
す
。
現
況
届
の
提
出
が
な

い
場
合
は
、
次
回
の
支
払
い
分
か
ら
児

童
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

６
月
14
日
〜
30
日

８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

●
受
付
場
所

市
庁
舎
１
階
　
市
民
課

〈
持
参
す
る
も
の
〉

①
現
況
届

記
入
方
法
を
よ
く
見
て
、
記
入
漏
れ

が
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

②
印
鑑
（
朱
肉
を
使
用
す
る
印
）

③
受
給
者
名
義
の
預
金
通
帳

④
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
方
は
、
同
封
の
「
年
金
加
入

証
明
書
」
に
会
社
か
ら
証
明
を
受
け
て

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
年
金
加
入
の
方
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

⑤
平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
、
白
石
市

に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
方
は
、
前
住
所

地
の
税
務
課
な
ど
で
発
行
す
る
児
童
手

当
用
の
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
（
前

住
所
地
の
税
務
課
な
ど
に
郵
便
で
交
付

申
請
で
き
ま
す
）。

■
６
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す
！

６
月
は
、
平
成
16
年
２
月
分
か
ら
５

月
分
ま
で
の
４
カ
月
分
の
児
童
手
当
を

振
り
込
み
ま
す
。
６
月
４
日
以
降
、
該

当
す
る
金
融
機
関
で
受
け
取
っ
て
く
だ

さ
い
。振
り
込
ま
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

M
市
民
課
総
務
係
0
２
２
―
１
３
１
２

鷹
巣
地
区
の
観
福
寺
そ
ば
に
あ
る
緑

が
丘
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は
、
ど
な
た
で
も

ご
利
用
い
た
だ
け
る
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で

す
。
料
金
も
格
安
で
す
の
で
、
お
気
軽

に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
利
用
時
間

８
時
〜
18
時

●
利
用
料
金

１
時
間
あ
た
り
１
０
０
円

●
申
し
込
み
先

吉
田
商
店
　
0
２
５
―
０
２
８
６

目
に
は
見
え
な
く
て
も
、
不
法
電
波

は
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
社
会
の
迷
惑
で

す
。
電
波
は
み
ん
な
の
財
産
で
す
。

「
不
法
無
線
局
」
を
な
く
し
、
正
し
く

電
波
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

●
電
波
の
混
信
・
妨
害
に
つ
い
て
の

問
い
合
わ
せ
先

総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
監
視
課

0
０
２
２
―
２
２
１
―
０
６
４
１

夜
間
市
税
納
税
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

高
齢
者
住
宅
改
良
支
援
助
成
金
交
付
事
業
を
実
施
し
ま
す

が
け
崩
れ
に
ご
注
意
！

６
月
は
土
砂
災
害
防
止
月
間
で
す

個
人
住
民
税
「
均
等
割
」
を
改
正
し
ま
し
た

地
方
税
法
お
よ
び
市
税
条
例
な
ど
の

改
正
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個
人
住
民

税
の
均
等
割
を
見
直
し
ま
し
た
。

①
個
人
住
民
税
均
等
割

こ
れ
ま
で
は
、
人
口
段
階
区
分
に
よ

り
２
千
円
と
な
っ
て
い
た
市
民
税
均
等

割
を
、
区
分
を
廃
止
し
て
平
成
16
年
度

分
か
ら
一
律
３
千
円
に
し
ま
し
た
。

（
県
民
税
は
１
千
円
の
ま
ま
で
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
市
県
民
税
と
し
て

４
千
円
に
な
り
ま
す
）

②
生
計
同
一
の
妻
に
対
す
る
非
課
税
措

置
の
見
直
し

均
等
割
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
た
生

計
同
一
の
妻
の
方
に
つ
い
て
、
近
年
、

就
業
し
て
所
得
を
得
る
方
が
増
え
、
税

負
担
の
不
公
平
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
非
課
税
措
置
を
廃
止
し
ま
し
た
。

平
成
16
年
度
分
は
、
こ
れ
ま
で
の
と

お
り
非
課
税
で
す
が
、
平
成
17
年
度
分

か
ら
は
２
分
の
１
の
額
（
県
民
税
と
合

わ
せ
て
２
千
円
）、
平
成
18
年
度
分
か

ら
は
全
額
（
県
民
税
と
合
わ
せ
て
４
千

円
）
課
税
し
ま
す
。

な
お
、
均
等
割
に
は
非
課
税
限
度
額

を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
所
得
が
一
定

額
以
下
（
例：

パ
ー
ト
収
入
百
万
円
以

下
）
の
専
業
主
婦
の
方
な
ど
に
は
、
従

来
ど
お
り
均
等
割
を
課
税
し
ま
せ
ん
。

※
課
税
対
象
と
な
る
方
に
は
、
６
月
15

日
付
け
で
「
納
税
通
知
書
」
を
発
行
し

ま
す
（
特
別
徴
収
の
方
【
勤
務
先
の
会

社
で
市
県
民
税
が
給
与
天
引
き
さ
れ
る

方
】
に
は
、
会
社
を
通
じ
て
「
特
別
徴

収
税
額
の
通
知
書
」
を
発
行
し
ま
す
）。

M
税
務
課
　
0
２
２
―
１
３
１
３

水
道
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
間
は
、
計

量
法
に
基
づ
き
８
年
で
す
。

今
回
、
有
効
期
間
が
満
期
と
な
る
一

部
利
用
者
の
お
宅
に
、
水
道
事
業
所
で

委
託
し
た
業
者
が
、「
水
道
事
業
所
か

ら
の
お
知
ら
せ
」
を
持
参
の
上
直
接
お

伺
い
し
、
無
料
で
交
換
作
業
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
市
民
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

M
水
道
事
業
所
給
水
係

0
２
５
―
５
５
２
２

平
成
17
年
３
月
新
規
中
学
校
・
高
等

学
校
卒
業
者
を
対
象
と
し
た
求
人
受
け

付
け
が
６
月
21
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

事
業
主
の
皆
様
に
は
、
新
規
学
卒
者

を
対
象
と
し
た
採
用
計
画
に
つ
い
て
早

期
に
ご
検
討
い
た
だ
き
、
１
人
で
も
多

く
の
求
人
を
申
し
込
み
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

M
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石
職
業
相
談
部
門

学
卒
担
当
　
0
２
５
―
３
１
０
７

市
税
の
納
付
は
お
済
み
で
し
ょ
う

か
。
市
で
は
、
昼
間
お
仕
事
な
ど
で
お

忙
し
い
方
の
た
め
に
、
月
末
の
水
曜

日
・
木
曜
日
に
夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
開
設
日
（
お
お
む
ね
毎
月
25
日
以
降

の
水
曜
・
木
曜
に
開
設
し
て
い
ま
す
）

６
月
30
日（
水
）
・
７
月
１
日（
木
）

７
月
28
・
29
日（
水
・
木
）

８
月
25
・
26
日（
水
・
木
）

９
月
29
・
30
日（
水
・
木
）

10
月
27
・
28
日（
水
・
木
）

11
月
25
日（
木
）
・
12
月
27
日（
月
）

●
開
設
時
間

17
時
30
分
〜
20
時

●
場
所

市
庁
舎
１
階
　
収
納
管
理
室

※
18
時
以
降
は
、
市
庁
舎
東
側
入
り
口

か
ら
入
庁
く
だ
さ
い
。

M
収
納
管
理
室
　
0
２
２
―
１
３
１
３

国
土
交
通
省
で
は
、
自
動
車
輸
送
統

計
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
毎
月
全
国
的
に
人
・
物
の
輸
送

状
態
を
把
握
し
、
交
通
施
策
や
道
路
計

画
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
す
る
も
の

で
す
。

調
査
票
配
布
の
た
め
に
調
査
員
が
訪

問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

M
東
北
運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局
輸
送
課

0
０
２
２
―
２
３
５
―
２
５
１
５

市
で
は
、
65
歳
以
上
の
介
護
保
険
に

該
当
し
な
い
高
齢
者
で
、
世
帯
全
員
の

前
年
の
市
民
税
額
が
非
課
税
の
世
帯
に

属
す
る
方
に
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
助
成
の
内
容

高
齢
者
が
使
用
す
る
居
宅
の
浴
室
、

玄
関
、
洗
面
所
、
便
所
、
廊
下
、
階
段
、

台
所
、
居
室
ま
た
は
玄
関
か
ら
道
路
ま

で
の
通
路
な
ど
に
つ
い
て
次
の
工
事
に

該
当
す
る
場
合
、
助
成
金
額
の
範
囲
内

で
助
成
し
ま
す
。

◇
該
当
例

・
手
す
り
の
取
り
付
け

・
段
差
の
解
消
・
滑
り
防
止
な
ど
の
た

め
の
床
ま
た
は
通
路
な
ど
の
改
良

・
引
き
戸
な
ど
へ
の
扉
の
取
り
替
え

・
洋
式
便
所
な
ど
へ
の
便
器
取
り
替
え

●
申
請
方
法

工
事
着
手
前
に
福
祉
事

務
所
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
助
成
金
額

18
万
円
を
上
限
と
し
ま

す
（
対
象
費
用
の
１
割
は
自
己
負
担
）。

M
福
祉
事
務
所
長
寿
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

梅
雨
で
長
雨
の
降
る
６
月
は
、
土
砂

災
害
の
多
い
時
期
で
す
。

土
砂
災
害
に
は
、
が
け
崩
れ
や
地
滑

り
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
が
け
崩
れ
は
、

雨
で
地
中
に
し
み
込
ん
だ
水
分
が
、
土

の
抵
抗
力
を
弱
め
る
た
め
に
斜
面
が
突

然
崩
れ
落
ち
る
も
の
で
す
。
地
震
が
原

因
で
起
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
前
触

れ
な
し
に
突
然
起
こ
る
こ
と
が
多
く
、

ス
ピ
ー
ド
も
早
い
た
め
、
人
家
の
近
く

で
起
き
る
と
逃
げ
遅
れ
る
人
が
多
く
、

死
者
の
出
る
割
合
も
高
く
な
り
ま
す
。

が
け
崩
れ
の
恐
れ
の
あ
る
所
で
は
、

ふ
だ
ん
か
ら
避
難
場
所
や
避
難
経
路
に

つ
い
て
家
族
で
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
す
。
災
害
が
起
き
た
と
き
、

家
族
全
員
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め
避
難
先
を
決
め

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
雨
や
台
風
、

地
震
な
ど
の
情
報
に
常
に
注
意
し
、
危

険
を
感
じ
た
ら
速
や
か
に
避
難
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

★
こ
ん
な
と
き
は
特
に
危
険

●
斜
面
の
途
中
か
ら
急
に
水
が
わ
き
出

し
た
。

●
斜
面
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
と
小
石
な
ど
が

落
ち
て
き
た
。

●
石
垣
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
擁
壁
に
、

ず
れ
や
は
ら
み
、
亀
裂
が
生
じ
た
。

M
建
設
課
　
0
２
２
―
１
３
２
６

緑
が
丘
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
は

「
電
波
利
用
保
護
旬
間
」で
す

新
規
学
卒
者
の
採
用
計
画
は

お
決
ま
り
で
す
か
？

６
月
か
ら
７
月
に
か
け
て

水
道
メ
ー
タ
ー
を
無
料
交
換
し
ま
す

国民年金�
Ｑ＆Ａ�

自
動
車
輸
送
統
計
調
査

ご
協
力
の
お
願
い


